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平成 26年 1月 22日 柳生地域保護者説明会 

12月に保護者の皆様から聞き取りをさせていただいたことの報告と、統合再編計画についての

説明をいたしました。保護者の皆様から、改めて、「地域代表者と保護者との話合いの場をもって

ほしい。」という意見を伺いました。 

平成 26年 5月 23日 柳生地区自治連合会長以下、７町の自治会長と PTA代表との話合い 

保護者説明会での意見を受け柳生地区自治連合会長以下、7町の自治会長と小・中学校 PTAの

代表の方々との話し合いをさせていただき、市教育委員会からは、これまでの経過説明とともに、

中期計画に則り、興東中学校と柳生中学校の統合再編を、大柳生小学校の跡地、つまり、現在の興

東中学校の場所で行っていく方針に変わりないこと、また、子どもの教育環境や昨年度の保護者の

皆様の聞き取り調査結果も踏まえ、統合再編については、教育委員会が責任を持って行っていきた

いこと等を説明しました。参加いただいた PTAの代表の皆様の「協議会を立ち上げて進めていっ

てほしい」という願いを受け、参加された方々の総意として、7月 31日に第 1回柳生地域学校規

模適正化検討協議会を開催していただくこととなりました。 

平成 26年 7月 31日 第 1 回柳生地域学校規模適正化検討協議会 

  委員は地域住民の代表 9名、保護者代表 12名、学校関係者 9名の計 30名で構成されていま

す。会長に荻田精吾さん(柳生地区自治連合会会長)、副会長に福西昭次さん(柳生地区民生児童委員

協議会会長、柳生中学校学校評議員)、大西義明さん(柳生中学校学校評議員)が選任されました。 

  市教育委員会として、「現在の興東中学校の場所で柳生中学校と興東中学校との統合再編を行う。

統合時期は、平成 27年 4月 1日とする。」という方針をお伝えしました。 

平成 26年 8月 27日 第 2 回柳生地域学校規模適正化検討協議会 

  荻田会長より、「平成２０年から協議された記録を事務局から配布いただいた。その上で、この

協議会はゼロからのスタートとして捉えてほしい。市の計画通り進めるのか、進めないのかを委員

の皆さんで協議していただきたい。」という趣旨の提案をいただき、小学校、中学校の保護者様の

意見や質問を中心に協議を進めていただきました。 

平成 26年 10月 6日 第 3 回柳生地域学校規模適正化検討協議会 

  改めて、小学校、中学校の保護者様の意見や質問を中心に協議を進めていただきました。保護者

同士で疑問等を含め詳細に渡り、再度、意見交流を行うよう、会長から保護者に要請されました。 

平成 26年 11月 21日 第 4 回柳生地域学校規模適正化検討協議会 

  第 4回協議会を開催するまでに、10月 21日(火)に小学校保護者様が、10月 29日(水)に中学

校保護者様がそれぞれにお集まりいただき、忌憚のない意見交流を行っていただきました。協議会

では、それぞれの保護者様代表より、意見交流で出された意見や質問をしていただき、市教育委員

会事務局より回答をいたしました。このときのご意見やご質問、事務局からの回答については別紙

にまとめています。 

第４回柳生地域学校規模適正化検討協議会が11月21日(金)に開催されました。 

第 4号 

これまでの経緯と協議内容（概要） 

（） 



第５回学校規模適正化検討協議会の
開催日時については、改めて後日お知ら
せをさせていただきます。 

お問い合わせ先  
奈良市教育委員会事務局教育政策課  

℡３４－５３８６ 

  続いて、統合をしていくときに、調整が必要となる事項について事務局から説明いたしました。 

 

これらのことについては、協議会全体で協議を行うのではなく、関係者（代表者）間で具体的な

協議を進め、協議会では進捗状況の報告を適宜行うことを提案しました。 

  その後、次の意見をいただきました。 

 ・保護者の意見は出てきたが、地域（自治会）の声は、分かっていただいているのか。 

(荻田会長→)自治会長会議でも統合再編についての話をしている。我々の母校なのでなくなるの

は嫌であるが、まずは保護者の意見を大事に考えようと言っていただいている。し

かし、統合再編を進める上で丌具合がある場合は意見を出してもらうようにお願い

している。子どもはどういう形で勉強していけばよいのかということが第一である。 

 ・みんなが住みやすいまちづくりを市として協力してほしい。 

など、様々な意見をいただいた上で、荻田会長には統合再編を前向きに進めるというまとめをして

いただきました。統合時期については、荻田会長の「調整事項が全てうまくできるとは限らないの

で、時期が１年ずれる場合もある。」という意見がありましたが、 

 ・来年の４月に統合をするという目標を持って進めた方がよい。 

 ・新入生を迎えるための手続きもある。 

 など、時期を定めて進めてほしいという意見があり、次のように確認をしていただきました。 

 

 

 

詳細事項についての協議を丁寧に進めていくとともに、跡地の利活用についても、市教育委員会に

とどまらず、市総体として受け止めてまいります。 

 

※ 第２号の記載内容（柳生中・興東中の統合再編に係る調整が必要となる事項）に誤りがありま

した。正しくは次のとおりです。ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。 

 (誤)  児童会の組織           (正)  生徒会の組織 

放課後子ども教室            削除 

信号機の設置の要望           削除 

標準服、体操服、鞄、上靴等        制服、体操服、鞄、上靴等 

柳生中・興東中の統合再編に係る調整が必要となる事項 

子どもの教育等に

関すること 

・教育目標 ・学校ビジョン ・教育課程（小中一貫教育を踏まえたもの）   

・学校行事 ・事前の交流学習の計画 ・授業における地域連携 

・地域教育協議会事業 ・学校の組織 ・生徒会の組織 

・ＰＴＡの組織 ・ＰＴＡの活動 ・スクールバスの運行 

学校に関すること 

・備品、消耗品、教材、図書の整備（廃棄） ・備品等の搬入・搬出 

・統合校の丌整合となる既存物の改善等 ・制服、体操服、鞄、上靴等    

・校名 ・校章 ・校歌  

その他 ・教員の配置 ・教員の加配 

統合再編後の課題 ・学校施設、跡地の利活用に関すること 

柳生中学校は、興東中学校との統合再編を、現在の興東中学校の場所で、平成２７年
４月１日にしていく。 


